
　

健康福祉事務所（東近江・湖東・高島）
長寿命化計画

（個別施設計画）

令和５年６月

滋賀県
健康医療福祉部健康福祉政策課



部局
課等

敷地面積
市街化区域
用途地域
延床面積
取得価額
運営方法 有　
運営時間 有
休館日 有

２台

主体構造 設置年 延床面積 階数 耐震 備考

鉄骨造 S55.4.1 1037.49㎡ 2
旧耐震（耐震診断済
み、耐震性能有）

鉄骨造 S55.4.1 105.53㎡ 1
旧耐震（耐震

診断無）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄS55.4.1 31.5㎡ 1
旧耐震（耐震

診断無）

鉄骨造 S59.4.1 9㎡ 1 新耐震

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ S55.4.1 8㎡ 1
旧耐震（耐震

診断無）

R2 R3 R4 備考
241 241 241

- - -
- - -

170,510 189,670 48,940
708 787 203

R2 R3 R4 備考
170,510 189,670 48,940
23,340 27,960 20,960

147,170 161,710 27,980

3,491,534 3,595,222 5,033,204
1,718,044 2,359,587 3,236,492
1,436,490 800,635 1,231,012

337,000 435,000 565,700
-3,321,024 -3,405,552 -4,984,264

99.9 99.9 99.9
※減価償却累計額（建物）／（有形固定資産合計（建物）＋減価償却累計額（建物））
資産老朽化比率（※）

施設の概要

自転車置場

特記事項

東近江健康福祉事務所（東近江保健所）

保健および福祉に関する事務を分掌さ
せるため設置
地域保健法（昭和22年法律第101号）第
５条第１項の規定に基づき設置

（建物外観等）http://www.pref.shiga.lg.jp/higashioumi-hokensyo/index.html

0748-22-1253
東近江市八日市緑町8-22

施設概要
名称

本館（エレベーター棟）

車庫、文書庫、倉庫

健康医療福祉部
健康福祉政策課

設置年月 昭和55年４月

犬舎、ＬＰＧ庫棟

駐車台数

2494.25㎡
市街化区域

近隣商業地域
1191.52㎡

105,380,900円
直営

8:30～17:15
土日、祝祭日、年末年始

無
無
有

15台

バリアフ
リー

障害者用エレベーター

多目的トイレ
オストメイト対応トイレ
車いす使用者用駐車場

基本情報
基準日：令和５年６月時点

成果情報
３ヵ年平均

施設名称

ＨＰアドレス
電話番号
所在地

避難所指定等
防災拠点指定等
文化財指定
再生エネルギー等
自家発電設備

無
有

年間利用人数（単位：人）
１日あたり利用人数（単位：人/日）

年間収入（単位：円）
１日あたり収入（単位：円/日）

241.0
-
-
136,373.3

565.9

利用可能日数（単位：日）

諸収入

支出（単位：円） 4,039,986.7
0.0

収支（単位：円） -3,903,613.3

112,286.7

1,156,045.7
光熱水費 2,438,041.0

修繕費 445,900.0
その他維持管理費

設置目的

所管

土地

建物

運営

３ヵ年平均
収入（単位：円） 136,373.3

24,086.7使用料及び手数料

コスト情報

ブロア室



部局
課等

敷地面積
市街化区域
用途地域
延床面積
取得価額
運営方法 無
運営時間 有　
休館日 有　

１台

主体構造 設置年 延床面積 階数 耐震 備考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ S35.4.1 977.75㎡ 2
旧耐震（耐震診断済
み、耐震性能有） S55、H10に増築

木造 S35.4.1 35.64㎡ 1
旧耐震（耐震

診断無）

鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ S62.4.1 20.61㎡ 1 新耐震

鉄骨造 S60.4.1 20㎡ 1 新耐震

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ S43.4.1 19.76㎡ 1
旧耐震（耐震

診断無）

鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ H10.4.1 131.4㎡ 1 新耐震

R2 R3 R4 備考
241 241 241

－ － －
－ － －
91,880 92,760 85,780

381 385 356

R2 R3 R4 備考
91,880 92,760 85,780
39,060 41,920 40,080
52,820 50,840 45,700

2,474,466 2,804,593 4,287,637
1,133,422 1,624,949 2,862,288

795,044 757,644 823,649
546,000 422,000 601,700

-2,382,586 -2,711,833 -4,201,857

97.5 97.7 97.9
※減価償却累計額（建物）／（有形固定資産合計（建物）＋減価償却累計額（建物））

ＨＰアドレス http://www.pref.shiga.lg.jp/hikone-hokensyo/index.html （建物外観等）
電話番号 0749-22-1770
所在地 彦根市和田町41

設置目的

保健および福祉に関する事務を分掌さ
せるため設置
地域保健法（昭和22年法律第101号）第
５条第１項の規定に基づき設置

所管
健康医療福祉部
健康福祉政策課

設置年月 昭和35年４月

施設の概要
基準日：令和５年６月時点

基本情報

施設名称
（愛称）

湖東健康福祉事務所（彦根保健所）

土地
2025.18㎡ 避難所指定等

文化財指定 無

無
市街化区域 防災拠点指定等 有

第一種住居地域

建物
1205.16㎡ 再生エネルギー等 無

193,642,600円 自家発電設備 有

運営
直営

バリアフ
リー

障害者用エレベーター

8:30～17:15 多目的トイレ
土日、祝祭日、年末年始 オストメイト対応トイレ

駐車台数 13台

３ヵ年平均

車いす使用者用駐車場

特記事項

施設概要
名称

本館

倉庫
プレハブ物置
自転車置場

犬舎
別館
成果情報

３ヵ年平均

利用可能日数（単位：日） 241.0
年間利用人数（単位：人） -
１日あたり利用人数（単位：人/日） -
年間収入（単位：円） 90,140.0
１日あたり収入（単位：円/日） 374.0
コスト情報

収入（単位：円） 90,140.0
使用料及び手数料 40,353.3

諸収入 49,786.7
0.0

支出（単位：円） 3,188,898.7
光熱水費 1,873,553.0

その他維持管理費 792,112.3
修繕費 523,233.3

収支（単位：円） -3,098,758.7

資産老朽化比率（※）



部局
課等

敷地面積
市街化区域
用途地域
延床面積
取得価額
運営方法 無
運営時間 有　
休館日 有　

３台

主体構造 設置年 延床面積 階数 耐震 備考
鉄骨造 H12.3.24 36㎡ 1 新耐震

鉄筋コンクリート S53.3.31 865.37㎡ 2
旧耐震（耐震診断済
み、耐震性能有）

鉄骨造 S53.3.31 113㎡ 1
旧耐震（耐震

診断無）

鉄骨造 H2.3.31 26.04㎡ 1 新耐震

鉄筋コンクリート S53.3.31 26㎡ 1
旧耐震（耐震

診断無）

鉄骨造 S61.12.9 19.95㎡ 1 新耐震

コンクリートブロック S53.3.31 7.78㎡ 1
旧耐震（耐震

診断無）

R2 R3 R4 備考
241 241 241

－ － －
－ － －
16,960 85,740 6,320

70 356 26

R2 R3 R4 備考
16,960 85,740 6,320
16,960 7,800 6,320

0 77,940 0

6,470,024 5,391,574 4,868,661
1,473,924 2,898,634 2,473,951
1,093,630 658,250 627,230
3,902,470 1,834,690 1,767,480

-6,453,064 -5,305,834 -4,862,341

85.1 86.9 88.8
※減価償却累計額（建物）／（有形固定資産合計（建物）＋減価償却累計額（建物））

ＨＰアドレス http://www.pref.shiga.lg.jp/takashima-hokensyo/index.html （建物外観等）
電話番号 0740-22-2525
所在地 高島市今津町448番地45

設置目的

保健および福祉に関する事務を分掌さ
せるため設置
地域保健法（昭和22年法律第101号）第
５条第１項の規定に基づき設置

所管
健康医療福祉部
健康福祉政策課

設置年月 昭和53年３月

施設の概要
基準日：令和５年６月時点

基本情報

施設名称
（愛称）

高島健康福祉事務所（高島保健所）

土地
3204.4㎡ 避難所指定等

文化財指定 無

無
市街化区域 防災拠点指定等 有

第一種住居地域

建物
1094.14㎡ 再生エネルギー等 無

172,169,200円 自家発電設備 有

運営
直営

バリアフ
リー

障害者用エレベーター

8:30～17:15 多目的トイレ
土日、祝祭日、年末年始 オストメイト対応トイレ

駐車台数 20台

３ヵ年平均

車いす使用者用駐車場

特記事項

施設概要
名称

文書庫

本館棟

車庫倉庫更衣室
倉庫

犬舎棟
自転車置場

成果情報
ＬＰＧ庫棟

３ヵ年平均

利用可能日数（単位：日） 241.0
年間利用人数（単位：人） -
１日あたり利用人数（単位：人/日） -
年間収入（単位：円） 36,340.0
１日あたり収入（単位：円/日） 150.8
コスト情報

収入（単位：円） 36,340.0
使用料及び手数料 10,360.0

諸収入 25,980.0
0.0

支出（単位：円） 5,576,753.0
光熱水費 2,282,169.7

その他維持管理費 793,036.7
修繕費 2,501,546.7

収支（単位：円） -5,540,413.0

資産老朽化比率（※）



　健康福祉事務所

　(1)施設の劣化・損傷の状況や要因等

　
　(2)点検・診断の実施方針

　(3)その他、対策を実施する際に考慮すべき事項

　(1)目標使用年数

　(2)当該施設が果たしている役割等を踏まえた優先順位の考え方

１．策定の趣旨

　本計画は、インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月29日）および滋賀県公共施設等マネジメ
ント基本方針（平成28年３月、以下「基本方針」という。）に基づき、戦略的な維持管理・更新等を
推進するため、個別施設毎の具体の対応方針を定める計画として策定するものです。

２．対象施設

３．計画期間

　各健康福祉事務所の本館棟は建築後40年以上が経過し、設備を含め経年による老朽化が
著しい。
　一方で地域における保健・医療・福祉に関する広域的、専門的かつ技術的拠点として、また
健康危機管理の拠点としての役割等を担う必要があることから、これらの業務が円滑に担え
るよう最低限の機能を保持することが求められている。

　滋賀県公共施設等マネジメント基本方針における「３施設類型ごとの管理に関する基本的な方
針」の「１．庁舎等」にかかる建築物およびその付帯施設

　「滋賀県県有施設点検マニュアル」に基づき毎年点検を行うほか、建築基準法第12条第２項
および第４項による定期点検、その他建築設備の法定点検等の結果に基づき施設の劣化状
況や修繕の緊急度を把握する。

　また、建築物の老朽化の進行や安全性に影響を及ぼす恐れのある設備についても、併せて
劣化状況や修繕の緊急度を把握する。

　定期点検サイクル等を考慮の上、可能な限り計画期間の長期化を図ることで、中長期的な維持
管理・更新等に係るコストの見通しの精度向上を図るため、令和５年度から令和14年度までの10
年間とする。

４．個別施設の状態等

　これらの役割を果たせるよう、対策の実施にあたっては、施設の劣化状況や点検・診断結果
等を踏まえ、財政負担の平準化等も考慮しながら、計画的に行うものとする。

　 当施設は、地域における保健・医療・福祉に関する広域的、専門的かつ技術的拠点として
の役割を担うとともに、健康危機管理の拠点機能を果たしている。また、災害発生時には、迅
速な医療提供体制等が確保されるよう、避難所等における保健衛生指導や技術的な助言を
行う。

　適時適切な改修等により、法定耐用年数を超えて使用することを目標とする。

５．対策の優先順位の考え方



　(1)基本的な方針

　(2)取組方針
①点検・診断等

②安全確保

③耐震化

④施設総量の適正化

⑤長寿命化

⑥維持管理・修繕・更新等

⑦ユニバーサルデザイン化の推進 

⑧CO2ネットゼロの推進

⑨県産材（木材）利用の推進

６．対策内容と実施時期

• 「県有施設点検マニュアル」に基づく施設の点検実施により、不具合箇所や劣化状況の早期の
把握・対応を行うことで、可能な限り長寿命化を図る。

• 施設の安全性や施設の運営に支障をきたすことのないよう、適切に維持管理・修繕等を実施す
る。
• 施設の更新（建替・改修）については、施設が果たす役割や将来ニーズ、費用対効果、劣化状
況、財政負担の縮減・平準化の観点を踏まえて事業の必要性や規模の縮小を基本としつつ適正
規模等を十分見極めながら、計画的に更新の実施時期を調整することにより、財政負担の平準
化を図る。また、PPP/PFI 等を含む民間活力を活用する手法もあわせて検討し、更新・修繕コスト
や管理運営コストの縮減を図る。

「現状や課題に関する基本認識」を踏まえ、①施設総量の適正化、②施設の長寿命化、③施設の計
画的な更新の３つを柱とした取組を総合的に推進し、将来の更新や維持管理に係るトータルコストの
縮減・平準化を図る。

• 劣化状況や不具合状況の的確な把握が重要であることから、法定点検に加えて、全庁的な「県
有施設点検マニュアル」を活用のうえ点検を徹底し、劣化や不具合の進行可能性や施設に与える
影響などについて評価（診断）を行う。
• また、点検・診断等の結果を適切に集積し、施設の維持管理・修繕・更新等への反映させること
で、公共施設における「メンテナンスサイクル」を確立する。

• 公共施設の管理においては、県民・利用者の安全確保を最重要事項として認識のうえ、点検・診
断を実施し、危険性の有無を適切に把握するとともに、危険性が認められた場合は、速やかに安
全確保のための措置を行う。
• 老朽化等により供用廃止され、かつ今後も利用見込みのない公共施設は、危険性が生じること
がないよう適切に処分・除却等を進める。

• 施設の利用状況や老朽化を総合的に判断し、耐震化を図る。

• 今後の人口減少や少子高齢化の進展等による施設ニーズや県の役割の変化、施設の利用状
況、建物性能、維持管理費、政策的必要性等を踏まえた「施設評価」を実施し、その結果に基づ
き、施設の統合・廃止・縮小等を継続的に実施する。
• 更新時期が到来した施設については、国・市町の施設との利用調整や、他目的施設との合築等
の方策を検討する。
• 統廃合等で不要となった施設は、他用途への転用や市町、民間への売却など適切な処分を行う
他、計画的に除却等を進める。

・障害の有無や、年齢、性別等を踏まえ、誰もが利用しやすい公共施設等の実現に向けて、物理
的・人的制約等の理由で代替性が乏しく、かつ令和７年度までに整備する必要性の高い施設から
順次、エレベーター、トイレ等の改修を進める。

・県庁率先行動の一環として、施設の省エネ化を推進するため、長寿命化対策の観点では、空調
設備の熱源機器や冷却塔をはじめとした機器の高効率化を図る。
・施設の更新（建替）においては、計画の構想段階から、効率的・効果的な高断熱化、機器の高効
率化、再エネ手法の導入を図る。

・ 「公共建築物における滋賀県産木材の利用方針」に基づき、木造化および木質化を図る。



　(1)長寿命化対策 （単位：百万円）

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主な対策

　(2)大規模改修 （単位：百万円）

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主な対策

　(3)その他の改修　等 （単位：百万円）

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主な対策

※対策費用については随時見直しを行う。
※この計画により予算が確定されるものではない。

更新した内容

８．更新履歴

更新年月

合計

合計

施設名

合計

施設名
年次計画

年次計画

７．対策費用

年次計画
施設名


